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生駒市の概要

＜生駒市特徴＞ 

・奈良県北西部に位置し、 京都・大阪に囲まれた近畿 のほ
ぼ中央にあり、南北に 細長い形状で、面積は53.15 ㎢。 
・江戸時代に創建された生 駒聖天・宝山寺の門前町と 発
展し、現在は大阪のベッ ドタウンとして、栄える。
・大都市隣接の利便性を活 かし、低層住宅を中心とし た質
の高い住宅都市として、 発展。

基本情報（R５.4.1）

人口 117,629人

第１号被保険者数 34,366人

65～74歳 15,468人

75歳以上 18,898人

高齢化率 29.2％



田中 明美（たなか あけみ）プロフィール

生駒市役所 特命監
［保健師、看護師、精神保健福祉士、介護支援専門員］

・1995年4月奈良県生駒市役所入職、福祉健康部健康課に配属
・1999年福祉健康部高齢福祉課
・2002年福祉健康部福祉支援課、2012年予防推進係長
・2013年福祉部介護保険課、翌年課長補佐
・2015年高齢施策課、2016年高齢施策課主幹・地域包括ケア推進室室長兼務
・2017年福祉健康部地域包括ケア推進課長
・2018年福祉健康部次長（兼）地域包括ケア推進課課長
・2019年福祉健康部次長
・2020年4月から厚生労働省老健局入職、振興課課長補佐
・2020年7月から厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

地域づくり推進室室長補佐
・2023年4月から現職

自 己 紹 介

※ 岐阜県関市職員によりイラスト作成
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伴走支援で大切にしていること
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地域づくりを加速化するための保険者としての心得（生駒市仕様）

１．保険者として押さえておきたいこと
１ 社会構造の変化（地域づくりが必要な背景）
２ 地域づくりと地域包括ケアシステム、地域支援事業等との関係
３ 介護保険を超えた範囲を含めた、トータルでの地域づくり
４ 柔軟な発想でデザインができること
５ 仕組みづくりや事業構築から入る視点
６ 個別の支援から入る視点
７ 住民・民間等との共創
８ 専門職との連携・協働
９ 仕組みや取り組みを構築する・必要なプロセスやリソースを考える

そのコントロールタワーが保険者
10 市町村内のみで対応不可な事業に対する広域的なバックアップ（都道府県・大学・厚生局等）

２．地域アセスメント プロジェクトマネジメント

１ まちの特性を知る、再確認・振り返る

２ 住民のニーズを把握する
３ 優先すべき課題や取り組みをイメージする（優先度・難易度）
４ 事業や取り組みをデザインする
５ 事業開始
６ モニタリング
７ 評価

ホップ

ステップ

ジャンプ
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行政が地域を
デザインしなおしてみる

行政の役割

◆ユーザーのニーズに合った商品を作ること     （マーケティング）

◆行政だけで商品を作ることがうまくいかない場合には、

 規範的統合と共創 （オープン イノベーション）

◆戦略をもって地域を デザイン   すること

自信をもって商品を営業できる
5
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行政だけで地域づくりは実現しない
⇒【対話】からはじまる価値の創出

■対話なら日頃から十分に行っているし連携もできているけど･･･
■十分な対話ができていない･･･要望は受けているが･･･

➥【本当の声】を聴くためのオープン・インタビューの実践
⚫ リラックスした状態で
⚫ オープンクエスチョン
⚫ 感情が動く瞬間を見逃さない
⚫ 対話が終わったときこそ

➥【それぞれの声】を【ひとつの言葉】にする
⚫ それぞれが価値を感じているもの
⚫ それぞれが知っていること・やっていること
⚫ それぞれが困っていること
⚫ それぞれができること・やりたいこと

➥【ひとつの言葉】から【新しい物語】をつむぐ
⚫ 【自分たち】ができることは？
⚫ 【地域の資源】のうち何が使えるか？
⚫ 【誰と誰】を納得させればうまくいくか？
⚫ そのために語るストーリーをデザインする

つ
な
が
る

知
る

生
ま
れ
る



上限超過している市町村支援への支援
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３０’

総合事業へのサービス移行の推進等による費用の効率化（イメージ）

制度改正

２５’

２７’

３０’

予防給付

予防給付
介護予防事業

←

費
用
額

→

第６期計画期間中（平成２９年４
月まで）に、すべての市町村で、
総合事業を開始

予防給付
＋新しい総合事業

介護予防事業
（総合事業含む。）

総合事業へのサービス移行の推
進、介護予防の強化等

○ 総合事業への移行により住民主体の地域づくりを推進。住民主体のサービス利用を拡充し、効率的に事業実施。
○ 機能が強化された新しい総合事業を利用することで、支援を必要とする高齢者が要支援認定を受けなくても地域で暮ら
 せる社会を実現。
○ リハ職等が積極的に関与しケアマネジメントを機能強化。重度化予防をこれまで以上に推進。

・ 中長期的には費用の伸びが、効率的なサービス提供を通じ
て、後期高齢者の伸び(3～4%)程度となることを目安として
努力

・ 短期的には、生活支援・介護予防の基盤整備の支援充実にあ
わせ、より大きな費用の効率化

・住民主体のサービス利用の拡充
・認定に至らない高齢者の増加
・重度化予防の推進

旧
制
度
を
維
持
し
た
場
合

制
度
見
直
し
後
の
費
用
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地域支援事業に関する所要額調べ・実績を見てみる

・入口（窓口対応）、介護予防ケアマネジメントの体制等に課題
・介護保険制度への正しい理解の促進に向けての対応不足
・総合事業をデザインできていない傾向
・事業を展開することが目的となっている傾向等

やむを得ない事由があてはまらない上限超過市町村の例

→今までは国が決めたサービスを使ってもらうものから、

・同規模市町村に比し、従前相当サービスの利用実績が高い傾向
・短時間利用のリハ特化デイなどのサービス受給量が高い傾向

振り返りが必要

市町村の実情に応じた形に再編が必要！

（傾向）

・第9期介護保険事業計画策定に向けて、課題と解決策の検討

当時の担当者は既に
おらず、どうしてこん
なことになっているの
か、「普通に理由を書
いて国に出せば、個
別協議って通ると聞
いていたのに」・・・と
いうのが正直な思い
かもしれません。
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もう一度、介護保険制度を振り返り、
現状を関係者と共有し、これから、先を
どうしていくかについて、みんなで考える
場を設けてきた
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基本的に知っていること
なのに、改めて言葉にす
るとなぜか新鮮です。

制度ができた背景、基本
的な考え方を改めて関係
者で共有すること、対話
を始めることは総合事業
の再構築に欠かせません。

次のページのスライドも
同様に住民にも知ってお
いてほしいものです。

介護保険制度のおさらい



第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の
介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有
する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行
うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって
国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(国民の努力及び義務)
第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持
増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービ
ス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

２ 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。

介護保険制度の基本理念

(介護保険)
第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態（以下「要介護状態等」という。）に関し、必要な保険給付を
行うものとする。

２ 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して
行われなければならない。

３ 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保
健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行わ
れなければならない。

４ 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

4
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●介護予防とは・・・

①高齢者が要介護状態等になることをできる限り防ぐ

(健康の保持増進)こと

②要介護状態等になっても状態がそれ以上に悪化しな
いようにする(改善・維持・悪化の遅延を図る)こと

その人の生活・人生を尊重し、できる限り
自立した生活を送れるように支援すること
即ち「自立支援」
（＝介護保険の基本理念）

介護予防の基本的な考え方

5
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要支援となった主な理由を調べてみましょう

ケアマネジメントがうまく機
能していないところでは、要
支援となった主な理由やど
んな人が改善可能性が高い
かを即答できませんでした。
このようなデータを調べてみ
ることはとても大切です。ケ
アマネジメントの質を高める
ために必要なことってどんな
ことでしょう？
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フレイルが可逆性だと信じられない人、手をあげて・・・

せっかく、短期集中予防
サービスの事業があって
もフレイルが可逆性だと
信じられなければ、その
事業は売れない・・・。
利用者は増えない。
同じ人が使い続ける、さ
まざまな悩みが聞こえて
きました。
成功体験が持てるノウハ
ウを学びましょう・・・。
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わがまちの総合事業は、どうなっている？

元気な人たちが、元気で
居続けるための場所・活
動・セルフケアってどんな
ものがある？
虚弱になったら、元気を
取り戻す事業はある？
虚弱な人が状態悪化しな
いための事業ってどんな
ものがある？
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それぞれの事業を単独で考えてない？

事業から考えるのではな
く、Ａさん、Ｂさん、Ⅽさん
をイメージしてみて！
年を重ねれば虚弱にもな
る、物忘れも出てくる、医
療にもかかるよね？支え
てくれる人がいたら、安
心できるよね？
それってみんな連動して
ない？



生駒の例 新たな訪問型サービスＡの検討（第9期計画よりスタート予定）



生駒市の地域包括ケアシステムを推進する地域支援事業等

在宅医療・介護
連携推進事業

生活支援
体制整備事業

介護予防・日常生活
支援総合事業

・認知症カフェ
・認知症サポーター養成講座
・SOS見守りネットワーク
・行方不明高齢者捜索訓練
・認知症支え隊養成講座
・認知症支え隊（95名）

一般介護予防事業
・脳の若返り教室
・送迎付きさわやか運動教室
・わくわく教室
・のびのび教室
・エイジレスエクササイズ教室
・コグニサイズ教室
・巡回型ひまわりの集い

生活支援サービスの
開発など

認知症総合支援事業

・通所型サービス短期集中Ｃ
（パワーアップPLUS教室）
・訪問型サービス短期集中Ｃ
（パワーアップPLUS教室）
・パワーアップ教室
・転倒予防教室

認知症地域支援推進員

地域ケア推進会議

地域ケア個別会議

生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

（財
）メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
に
よ
る

医
療
・介
護
に
関
す
る
相
談
対
応

認知症初期集中
支援チーム

出典 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング社会政策部長岩名礼介氏資料に町事業を記載して改変、令和4年 地域づくり加速化事業で北広島市で使用したスライドより題目を一部改編

まちのえき
地域のサロン活動やいきいき100
歳体操、高齢者サロン等への支援

・訪問型(従前）、通所型（従前）
・訪問型Ａ、通所型サービスＡ
・ひまわりの集い（B）

第1層協議体

包括運営協議会

認知症対策部会
・認知症ケアの向上

医療介護連携ネット
ワーク協議会

在宅医医療介護推
進部会

・BCP計画策定中
・ACPの啓発
・看取りの啓発
・在宅療養の課題抽出

20



他市町村の取組事例を紹介

21



令和５年度の支援 上限超過に関する要因調べから、関係機関・関係者・住民との対話を重ね、目線合わせ！

兵庫県佐用町（厚生局主導型）

【総合事業費の上限額超過の要因を検討】

①総合事業対象経費が同規模保険者と比較して高く、上限額超過

→予防給付費がそもそも高く、発射台そのものが低い値

 →医療資源が豊富なため、デイケアなどが充実

②総合事業は従前相当が主で、社会参加の場としてのデイ利用が主

→予防給付中心のサービス利用が多く、多様なサービスの創出が困難

【地域関係者との継続的な検討の場づくりとロードマップの作成（案）】
・総合事業について地域関係者と協議する継続的な場の設定
・虚弱な高齢者が元気になれることを関係者で共有し、元気を回復する
事業の再構築に向けた検討
・住民主体の通いの場など、多様なサービスの構築

【多様なサービスの可能性を模索】

・同規模保険者との費用比較

・予防給付費の一人当たりの費用高

・要支援者の主な疾病等を調査

・訪問介護で無資格でよい利用者を調査

・二次予防事業時代を振り返り、リハビリ職

とも協議。元気を回復する事業の価値を

共有。

・強みとして市民自治協議会が活発に動

き始めており、多様なサービスや居場所づ

くりにも関心示し、対応してくれている住民

層が一定数存在

・介護関係者も地域に関わることの大切

さを語るなど変化が生じている。

【様々なデータを分析して、佐用町の現状を関係者で共有】

【令和5年度中に実施すべきこと】
・ロードマップを作成し、誰が異動しても継続できる関係者との対話の場づくりを継続
・住民主体の通所型サービスBなどを立ち上げる準備→横展開へ
・元気を回復できる取組（事業・サービス等）を関係者と継続して検証

【令和6年度以降に取組むこと】
・事業等の見直しを行い、上限超過しないようにする！
・引き続き、関係者との対話を繰り返し、目線合わせを行う
・面積が広い土地柄なので、移動支援なども考えていける素地をつくる等！

・近畿厚生局・兵庫県で佐用町の現状分析
・アドバイザーがサービスⅭを動画で紹介
・担当課以外にまちづくり部門の関係者も
毎回出席

・住民・事業者・社協・ケアマネ・リハ職
・医師会など、さまざまな関係者が会議
に出席→対話の広がり→理解の深まり

・包み隠さず、本音を語る関係者！
・上限超過については、国の制度設計その
ものが歪んでなかったのか？などの指摘
の声もあがる。

・土地柄、地域性もあり、資源として医療
機関が多く、リハビリを求める声が高い。

・町民側からは、医療＝安心という考えが
根強く活動量をアップすることで対応で
きるという考えには時間を要す印象。



23令和4年度 老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進事業
都道府県による市町村支援に活用するための支援パッケージ策定に係る調査研究資料より抜粋

地域づくり支援 ハンドブック ｖｏｌ．１



ご清聴ありがとうございました
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